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（協議事項） 

（１）令和２年度 川越遺跡整備事業について 

 

（２）サイン整備について 
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議題 

（報告事項） 

（１） 令和元年度 川越遺跡整備事業について  

７月４日  第 1回整備委員会  

  

８月 18日  県民の日イベント  浴衣 de川越街道（しまだきものさんぽの会）                 

大井川輦台越保存会（イケメンふんどし隊）  

  

９月 21日  大井川輦台越しモニュメント除幕式  

  

10月 15日 川会所跡発掘調査実施 ～令和２年３月 31 日  

  

11月 16日 川越遺跡講演会  ４８名  

      「初倉山はどの山か ―風景から読み解く大井川の川越し―」佐藤正知委員  

      「川越遺跡の発掘調査について」篠ケ谷路人主任学芸員  

  

 

  

11月 23日 刀剣展イベント関連事業 

着物 de川越街道（しまだきものさんぽの会） 

大井川輦台越保存会（イケメンふんどし隊）  

  

２月 20日 川越遺跡整備基本計画パブリック・コメントの実施 ～3 月 21日  

  

２月 23日 富士山の日イベント 
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       博物館無料開放和菓子バルの開催  

（市内和菓子業者の出店） 

着物 de川越街道  

（しまだきものさんぽの会） 

イケメンふんどし隊  

（大井川輦台越保存会）  

  

  

   

  

 

（２）『島田宿大井川川越遺跡整備基本計画』について  

  

      2月 20日～3月 21 日 パブリック・コメント実施  意見なし  

  

      2月 29日 地元説明会実施  

           ・川会所移転後の活用は？ → 広場としての利用を計画  

           ・更地になっているところに古い民家を移築することはできないのか？  

            →立合宿については、現存建物を復元したい。復元可能な資料のない場所について

は遺構保存をしていく。  

           ・輦台越保存会活動の支援をしてほしい。  

           ・迂廻路の整備を進めてほしい。  
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（３）市有物件について

「川越茶屋」「旧桜井邸(博物館分館)」「朝顔の松公園」もリノベーションし、観光資源等として活用していく。

令和２年度　川越し街道賑わい創出事業について

（１）目的

　約400年前の川越制度として国内唯一の川越遺跡を後世に残すため、保護・保存を行いつつ、観光振興の観点からも他の
観光施設との連携等を踏まえた新たな賑わいを創出する。
　平成29年に文化芸術基本法が改正され、文化財をこれまでの保護・保存という考え方から、観光や産業等の他分野と連携
し、積極的に活かすという方針が加えられたことから、川越街道についても歴史や景観に配慮した空き家等のリノベーショ
ンを行うことで、保護保存意識の向上や賑わいを創出を図っていく。

（２）経緯

　①川越街道は観光客の滞在時間が短い。
　②街道沿いに空き家が増えてきた。⇒　歴史や景観が保全できない恐れ。火災等の不安。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇓
　素晴らしい歴史や景観を後世に伝えるため、観光面からの活用も必要

・令和元年度から仲間の宿で飲食するイベントや「和菓子バル」を実施し、番宿等で物販するなどの試みを実施。⇒これら
のイベントをきっかけとして、来場者が川越遺跡や博物館等に興味を示した。
・令和元年度から「川越し街道周辺賑わい創出基礎調査」を実施
　(法規制、街道沿いの史跡所有者の意向、民間活用した場合の調査など)
・調査の中間報告において、近隣市の成功事例を参考に、民間活力を使っていく方針を決定。
※「和菓子バル」…観光・産業サイドからの誘客のアプローチとして、川越し街道にて和菓子や緑茶の販売を行うととも
に、教育分野とも連携をして、市内の高校生の力も活用して実施したイベント。4,000人以上/日の来場者があった。

（３）現状

①川越街道沿いに空き家が増加し、従来の保護保存事業だけでは整備が追い付かない。
②観光地に必須の飲食・物販・宿泊施設等の運営については、行政が不得意な部分。⇒民間事業者の得意な部分。
③文化財の所有者と民間事業者との賃貸借により、歴史や景観に配慮し上手に商業利用等がされている文化財もある。⇒歴
史や景観に配慮した活用のためには、事前にコントロールをするための構想等が必要になっている。

〇風情を保つため道水路改修、迂回路設置

等も併せて行う。

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

民間所有建物 市所有建物

【市】博物館分館内に
レストランを設置
⇒一部をレストランと
することで集客力を高
める

【民】空き家をリノベー
ションして、宿泊施設等
へ活用
⇒現状のままでは朽ち果
てていくばかりだが、民
間活力を活用することに
よって、街道としての景
観と風情を保つ

【市】公園に飲食・物販
施設を設置
マルシェなどのイベント
開催に活用
⇒賑わいを創出し、博物
館、川越遺跡への誘客を
図る

【市】川越茶屋の外
装、内装を変更
⇒景観を統一する。
観光客対応できるよ
うな客席数にする

〇令和２年度に実施している全体エリアのコン

サルティング業務の成果を基に、歴史や景観に

配慮した宿泊施設、飲食施設などへのリノベー

ション事業を行う。
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（協議事項） 
 

（１） 令和２年度 川越遺跡整備事業について  

① 発掘調査（予定 10月 1日～令和３年３月 31日）  

・立合宿跡の遺構調査  

・松並木敷跡の遺構調査 

 
  

② 川会所の移築復元のためデータ収集発掘調査や文献調査のデータ分析をすすめ、川

会所の移築復元に必要なデータの収集を行う。  

  

③ 輦台越し聞き取り調査（変更）川越しまつりの輦台担ぎ手経験者から、準備や担ぎ

方、昔の古老から伝え聞いた川越しの話などをビデオインタビューし、記録保存す

る。  

 

    

  

A. 立合宿跡調査 

箇所 

B. 並木敷跡調査箇所 


